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第１章 はじめに 

 

１．環境報告書のねらい 

 

この環境報告書は、小金井市環境基本条例第２２条に基づき、平成２６年度の年次報告

書として作成するものです。 

環境報告書を作成・発行する大きな目的の一つは、行政と市民がお互いの情報を共有し、

コミュニケーションや協働を可能にすることです。また、情報を提供することにより、環

境保全への関心を喚起し、環境保全活動をより活発にしていくことです。 

また、環境報告書は、環境基本計画の進行管理という役割を担っています。計画に示さ

れた取り組みの方向に沿って、どれだけの取り組みが進められ、計画の目標がどれだけ達

成されているかを明らかにすることで、取り組みの改善を図り、計画をより一層推進しよ

うとするものです。 

これらの目的から、本報告書では、環境基本計画の枠組みに沿って、次のような情報を

掲載します。 

 環境市民会議の活動状況や、その他の市民等の活動状況 

 環境の状況や課題 

 環境保全等の取り組みの状況 

できあがった環境報告書がコミュニケーションの手段であることはもちろん、環境報告

書の作成プロセス自体も、コミュニケーションの重要な一過程です。情報を収集したり、

取り組みの成果や課題を確認するためにさまざまな主体が集まったりすることが、貴重な

コミュニケーションの場と機会づくりになります。
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２．環境報告書の位置づけ 

 

小金井市環境基本条例では、「環境基本計画」を策定すること、環境保全等の取り組みの

実施状況を点検評価すること、「環境報告書」を毎年度作成・公表することなどを定めてい

ます。この環境報告書の位置づけは次のとおりです。 

図 小金井市の環境保全等における環境報告書の位置づけ 

 

また、環境基本計画に示された環境像（将来像）及び基本目標（分野別目標）は次のと

おりで、この目標体系に沿って、取り組みの体系と方向が示されています。 

 

図 環境基本計画の目標体系 

 

小金井市環境基本条例

環境基本計画

環境保全実施計画

環境行動指針

Ｐ（計画）

Ｃ（点検・評価）

環境報告書

Ａ（取組の見直） Ｄ（実施）

小金井市環境マネ 
ジメントシステム 
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（環境基本計画） 

第 9条 市長は，環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，市民参 

加により小金井市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を策定しなければなら 

ない。 

２ 環境基本計画は，環境の保全等について，次に掲げる事項を定めるものとする。 

(１) 目標 

(２) 施策の方向 

(３) 環境基本計画の推進に必要な事項 

(４) 前３号に掲げるもののほか，環境の保全等に関する必要な事項 

３ 市長は，環境基本計画を定めたとき，又は変更したときは，速やかにこれを公表しな 

ければならない。 

（環境保全実施計画） 

第 11条 市長は，環境基本計画を推進するため，小金井市環境保全実施計画を策定する 

ものとする。 

（環境行動指針） 

第 12条 市長は，環境基本計画に沿って，市，市民及び事業者が，環境の保全等に資す 

る行動をとるための環境行動指針を策定するものとする。 

（点検評価の実施） 

第 21条 市は，本条例の理念に基づく環境の保全等の取組の実施状況を点検及び評価し， 

今後の取組に反映するよう努めなければならない。 

２ 事業者は，自らの事業活動に伴う環境への負荷の実態を把握し，その低減の取組を点 

検するよう努めるものとする。 

（環境報告書） 

第 22条 市長は，環境の状況及び環境基本計画等に基づき実施された施策の状況を明ら 

かにするため，毎年度環境報告書を作成し，これを公表するものとする。 

 

小金井市環境基本条例より 
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３．環境報告書の構成と内容 

 

１、２に示した考え方に基づき、環境報告書は、次のような構成・内容としています。 

 

第１章 はじめに 

この環境報告書のねらい、位置づけなどを示し、小金井市における環境の保全・回復・

創造の取り組みの中で、本報告書がどのような役割を担っているのかを説明しています。

また環境報告書をどのように作成するかについても説明しています。 

 

第２章 環境啓発事業 

環境啓発事業は、小金井市環境市民会議と小金井市の共催事業として行われています。

「かんきょう」に取り組む市民、環境団体、教育機関、企業の方々をつなぐ場として行

っています。 

 

第３章 基本計画の取り組みの進捗状況 

環境基本計画第３章には、小金井市の環境の保全・回復・創造のために進めるべき取

り組みの方向が体系的・網羅的に示されています。この体系に沿って、環境の状況や取

り組みの状況を報告します。 

上記の取り組みは、市が進める施策事業の計画を示す環境保全実施計画でお示しして

います。 

 

第４章 市役所としての取り組み 

市役所は、自ら事業者として事務事業活動（オフィス活動や公共事業など）を行って

います。市役所は率先して環境保全活動を進め、地域における事業者や市民の行動を促

す責任があることから、市役所の活動に伴って発生する環境負荷の状況や、市役所が行

っている環境負荷の軽減努力について報告します。 

 

第５章 環境基本計画の推進に関すること 

環境基本計画では、計画を確実に実施していくために、第５章「計画の推進」で、さ

まざまな方法や手段を示しています。環境保全・回復・創造のための直接的な事業では

ありませんが、これらの方法や手段が確実に実施され、効果的に運用されていくことは、

市域の環境保全等を進めていくうえで大変重要です。そのため、環境基本計画に示され

ている計画の推進体制、財源、基金、指標、行動指針、環境マネジメントシステムなど

について状況をチェックし報告します。 
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第６章 環境基本計画の計画期間を振り返って 

平成２６年度末に計画期間終了を迎えた環境基本計画の１０年間の計画期間を振り返

り、成果や今後の課題などについて総括します。 

 

第７章 今後に向けて 

環境報告書の作成を通して明らかになった環境行動や取り組みにおける問題点やその

改善策、及び平成２６年度環境報告書に対する環境審議会からの評価結果を掲載します。 

 

資料編 

市の環境に関するデータ等を掲載します。 

 

用語解説 

環境報告書に記載されている用語の解説です。 
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４．環境報告書の作成と報告書を活用した点検評価の仕組み 

 

環境報告書の作成手順と、報告書を活用した環境基本計画の点検評価の仕組みは次のと

おりです。 

図 環境報告書作成の流れ 

 

 

 

 

環境報告書の発行 

庁内点検評価案とりまとめ 

 

情報収集 

 

庁内点検評価 

 

環境報告書案 

 

庁議報告 

 

環境審議会 

 

各部予算要求 

 次年度以降施策事業 

 

[１] 

 

事務局 

 

庁内推進組織 

 

事務局 

 

事務局 

 

事務局 

 

[２] 

 

[３] 

 

[４] 

 

[６] 

 

[５] 
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〔１〕 市（事務局：環境政策課）で、必要な情報を収集し、とりまとめます。 

 指標に基づく環境現況及び取り組みに関するデータ 

 市の各部局の施策事業の実施状況 

 重点的取り組みの進捗状況 

 市以外の市民団体、教育機関、事業者等の活動状況 

 

〔２〕 上記〔１〕の報告を受けて、環境基本計画推進本部（庁内推進組織）で、 

環境基本計画に基づく取り組みの進捗を点検評価します。 

 

〔３〕 収集した情報と市の点検評価結果から、環境報告書案をまとめます。 

 

 

〔４〕 環境報告書案を環境審議会に提示し、環境審議会は、環境の状況や取り組 

みの実施状況を評価します。 

 

〔５〕 環境審議会の評価を反映させた環境報告書を発行します。 

 

〔６〕 環境審議会の評価結果を、市の各部局に伝え、各部局では次年度以降の予

算要求・施策事業に反映させます。 
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第２章 環境啓発事業 

 

平成１７年度から、小金井市環境基本条例第２７条にある小金井市環境市民会議と協働

で３つの環境保全に関する啓発事業を開催しています。 

平成２６年度の取り組みを紹介します。 

 

取り組み１ 

○ 環境講座 

水とごみと生命と 

とき：平成２７年３月１０日（火） 

会場：前原暫定集会施設 Ａ会議室 

講師：細見 正明さん（東京農工大学教授） 

「暮らしに潜む化学物質にどのように向き合えばよいのだろうか」を副題に、空気中の

ラドンやベンゼンの発がんリスク、放射線のリスクなどについて、実態とそのリスクの考

え方、対策コストと便益の比較の考え方を説明し、またプラスチック廃棄物、水循環モデ

ルなどについて解説しました。 

日常生活環境に含まれる有害化学物質の実態と生命活動に対する影響、リスクへの向き

合い方について考える機会となり、講演後の質疑等もきわめて活発でした。（参加者２８名） 

 

取り組み２ 

○ 環境フォーラム 

環境フォーラム２０１４～次世代につなぐ環境映画祭 

とき：平成２６年１２月１３日（土） 

会場：小金井市民交流センター 

主催：小金井市環境市民会議・小金井市 

環境を真ん中にして、大人から子どもが語り合える小金井でありたいとの思いから、「次

世代につなぐ」をテーマに環境映画祭を開催し、「セヴァンの地球のなおし方」「東北の森

から明日を考える」「森聞き」の３本を上映しました。 

また、環境映画祭開催中、交流センターマルチパーパス内にて、環境市民会議の活動報

告や小金井市環境部局による展示を行いました。（入場者１５５名） 

 

クリーン野川作戦  

とき：平成２６年５月２５日（日） 

会場：野川小金井新橋くじら山下原っぱ 

清掃区間：野川公園桜橋（三鷹市境）～野川くらおね橋（国分寺市境） 
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小金井市内を流れる野川の清掃を通じて、参加者同士の交流と野川流域の環境保全を考

えることを目的に実施しているクリーン野川作戦が、通算で第５０回を迎えました。 

平成２６年度のクリーン野川作戦の特徴は、上流部の清掃区間を昨年の貫井大橋から国

分寺市境の野川くらおね橋まで延伸して、市内全域の野川清掃を実現したこと、上流の貫

井南町連合自治会の協力を得て回覧板で参加を呼びかけられたこと、上流への清掃延伸に

伴い野川架橋のほぼ全部１９か所に案内看板を設置したこと、市内清掃終了後の交流会で

第５０回記念の野川検定クイズを実施したことです。 

市長と主催者のあいさつ及び清掃注意事項の説明のあと、会場のくじら山下原っぱを起

点に、下流は野川公園桜橋、中流は前原小、上流は野川くらおね橋まで３班に分かれて清

掃を実施しました。 

また同時に家族連れを中心に清掃・自然観察班（野川小金井新橋からやまべ橋周遊）コ

ースも実施しました。 

ごみは可燃と不燃の２分別で収集をお願いして、会場と前原小上流部の２か所にごみの

集積所を設けた結果、可燃ごみ１３０ｋｇ、不燃ごみ７０ｋｇ、板類０．２㎥を回収しま

した。 

清掃終了後は豚汁の無料サービスで昼食交流会を行い、昼食後は第５０回記念の野川検

定クイズを昼食会参加者全員で楽しみました。また、その後も自由参加でネーチャーゲー

ムとして植物ビンゴゲームと野川散歩の犬との交流の仕方を学ぶ「わんちゃん触れ合いタ

イム」を行いました。 

自然観察会や交流会の野川検定クイズ、植物ビンゴゲーム実施を通じて、野川流域の知

識や植物や自然生態系への関心が広がり学習が深まりました。またわんちゃん触れ合いタ

イムの実施により参加者層がいっそう広がりました。（参加者４３０名） 

 

取り組み３ 

○ 環境フィールドワーク 

環境施設見学会「歩きながら学ぶ。緑を守るとは？」 

とき：平成２６年１１月２５日（火） 

場所：狭山丘陵（公益財団法人トトロのふるさと基金事務所「クロスケの家」及びトラ 

スト取得地「トトロの森」） 

 講師：公益財団法人トトロのふるさと基金 

近年、私たちの身の回りにある緑は、どんどん減少しています。そのような緑を守る活

動の一つとして、東京都と埼玉県にまたがる狭山丘陵を舞台に、ナショナル・トラスト活

動を展開し、緑地や里山の保全に取り組んでいる「公益財団法人トトロのふるさと基金」

を訪問するフィールドワークを実施しました。（ナショナル・トラスト活動とは、自然環境

などを乱暴な開発などによる環境破壊から守るため、市民活動等によって買い上げたり、

自治体に買い取りと保全を求めたりする活動です。） 
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当日は、小金井市役所本庁舎に集合し、マイクロバスで最初の目的地である「クロスケ

の家」に向かいました。クロスケの家とは、トトロのふるさと基金が活動拠点としている

古民家で、国の登録有形文化財にも登録されています。午前中は、このクロスケの家を訪

問し、狭山丘陵での緑地保全の歴史やふるさと基金の活動内容について、職員の横山伸夫

さんからお話いただき、午後は、トラスト取得地であるトトロの森を巡りながら、緑地保

全の現場を体感する予定でしたが、生憎の雨天とバスの遅延により、内容を縮小しての実

施となりました。 

講話では、着実にトラスト取得地を増加させている基金の歴史や、取得したトラスト地

の管理活動、他の活動団体との協力や、県や市の行政との連携など、多様な活動を紹介い

ただきました。一方で、活動を継続していくにあたり、山積された課題なども多い現状に

ついても触れ、緑地保全は険しい道のりであることも実感することができました。 

その後、バスでトラスト取得地まで移動し、保全された緑地を見学しました。今回訪れ

たトトロの森１号地、３号地、１５号地は、その周辺を市や県が買い取り、結果として広

い範囲での保全が為されている事例でした。地価の変動や法人格の変遷とともに、基金の

活動展開が行われてきたことを学ぶことができた見学となりました。 

 

小金井市環境賞 

市では、小金井市環境基本条例が制定された、平成１５年度を環境元年と位置づけ、環

境活動に功績のあった市民、市内の団体または事業者の表彰を行っています。 

小金井市環境賞受賞団体（者）一覧（第３回（平成１７年度）以降） 

 年  度 受 賞 者(団体・個人) 

第３回 平成１７年度 阿部 正敏さん 

第４回 平成１８年度 株式会社 武蔵野 

第５回 平成１９年度 グリーンサム小金井 

第６回 平成２０年度 
みどり剪定サークル 

市立小金井第二中学校生徒会・整美委員会 

第７回 平成２１年度 はけの森調査隊 

第８回 平成２２年度 法政大学環境系総合サークル「Ｈ・Ｅ・Ｌ・Ｐ！」 

第９回 平成２３年度 小金井を美しくする会 

第１０回 平成２４年度 鍔山 英次さん 

第１１回 平成２５年度 中田 啓子さん 

第１２回 平成２６年度 小金井市環境市民会議 

平成２６年度小金井市環境賞は、「小金井市環境市民会議」に決まりました。 

小金井市環境市民会議は環境フォーラムや環境フィールドワークをはじめとした環境啓

発など、１０年間に及ぶ活動実績が評価され、表彰されました。 
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第３章 基本計画の取り組みの進捗状況  

 

１．意識・情報・学習・行動のネットワークをつくる 

市内では、学校、大学、市民団体をはじめとし、さまざまな団体や機関が、環境学習や

環境保全に取り組んでいます。それらのさまざまな主体の連携をはかり、小金井らしい創

造的な環境保全活動を一層進めていくことが今の課題です。そのために、小金井市環境基

本条例で大きな柱の一つとされている「環境学習」に全市で取り組み、また環境保全の活

動を行っている団体をつないだり、さまざまな主体の力が最大限に発揮されるようにコー

ディネートすることが重要です。また、これらのことを支えるために、情報を誰もが活用

しやすい形で発信することや、情報を行動に結びつける工夫を行います。 

 

１－１環境学習の推進 

小金井全体で環境学習を進めていくために、環境学習に携わっている教育関係者、研究

機関、活動する団体や個人、行政、学校、公民館などをつなげます。それらの主体が中心

となって、小金井らしい環境学習の構想や計画をつくり、体験や技術・技能を重視したプ

ログラムづくりや人材育成を進めます。 

 

学習の場、人材、情
報のネットワーク化
と連携を進める。

環境博覧会等で行っ
ている。

環境政策課

継続 ○

市民の自主的活動を
支援する。

社会教育関係団体登
録・出前講座

生涯学習課
継続 ○

環境学習を行う人材
の把握と提供をす
る。

人材の把握に努め、
学校に紹介する。

指導室
継続 ○

環境学習を行う人材
登録と提供の仕組み
づくりをする。

人材、団体の把握に
努める。

環境政策課
生涯学習課

継続 ○

学習活動のリーダー
やコーディネーター
となる人材育成を支
援する。

人材の把握に努め
る。

生涯学習課

継続 ○

環境学習関連資料の
提供をする。

環境教育にかかわる
資料を学校に提供す
る。

指導室

継続 ○

環境学習関連資料の
整備・提供をする。

環境学習プログラム
に役立つテーマ別蔵
書紹介を行う。

図書館
継続 ○

１－１－２　環
境学習の構想・
計画をつくり、
進める

学校へ人材を紹介した（１
名）

環境市民会議への出席（定例
会4回、総会1回等出席）等
を通じて、人材、団体の把握
に努めている。 （環境政策
課）
社会教育関係団体の登録及び
情報提供の実施（生涯学習
課）

市民講師の登録・紹介

前年度までに学校へ配布済み
の環境副読本CDを活用する
ための消耗品を学校へ提供し
た。

選書基準に基づき、環境政策
に関する資料を蔵書してい
る。

通常業
務の場
合は○

１－１－１　学
習の場、人材、
情報のネット
ワーク化と連携
を進める

環境フォーラムの開催（参加
者約155人）、環境市民会
議への出席（定例会4回、総
会1回等出席）等を通じて、
連携とネットワーク化を進め
ている。

出前講座35回、921人

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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１－２パートナーシップ・ネットワークづくり 

さまざまな団体や個人の活動をつなぎ、ネットワークを活かしてより大きな動きをつく

っていくためのコーディネート機能を重視します。市が自らコーディネート機能を担うと

ともに、コーディネーターの養成や支援も行います。また、広域的な連携による環境保全

にも取り組みます。地域の課題を地域自らが解決していかれるよう、地域コミュニティの

活性化や、地域コミュニティと市民活動団体との連携などを進めます。 

 

 

 

 

環境教育推進にかか
わる教員の研修会を
開催する。

環境教育講座を若手
教員育成研修にて開
催

指導室
継続

体験学習や観察会・
講座・講習会を開催
する。

講習会等の開催を後
援する。

環境政策課

継続 ○

１－１－２　環
境学習の構想・
計画をつくり、
進める

継続

○本館：子ども体験講座「子
ども自然体験クラブ」3回延
参加者60人
○本町分館：成人学校「江戸
東京の水辺緑地散策」2回延
参加者39人、「江戸東京の
水辺散策」3回延参加者43
人、成人学校「菜園教室」
47回延参加者921人
○貫井南分館：成人学校「江
戸野菜に親しもう」47回延
参加者955人、成人学校
「植物観察」参加者20人、
成人学校「樹木ウォッチン
グ」3回延参加者53人、成
人学校「滝めぐり」参加者
20人
○東分館：成人学校「むかし
みちを歩く」参加者19人、
成人学校「野川を歩く」2回
延参加者44人
○緑分館：成人学校「共働夢
農園」49回延参加者933
人、「親子コース～とうもろ
こし作り」5回延参加者84
人、「ハーブ教室」6回延参
加者74人、成人学校「庭木
剪定入門」6回延参加者129
人、「土作りから始めるベラ
ンダガーデニング」3回延参
加者57人
○貫井北分館：市民講座「み
どりのまちづくり」参加者
28人、成人学校「四季の花
づくり」9回延参加者103人

環境市民会議との共催で環境
フィールドワーク（1回）、
環境講座（1回）、クリーン
野川作戦（1回）を開催した
ほか、体験学習や観察会等
（5件）を後援した。

若手教員を対象に環境教育講
座を開催した（８月５日）

体験学習や観察会・
講座を開催する。

成人大学、成人学
校、子ども体験教室

公民館
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２．緑を守り育てる 

緑に恵まれた小金井ですが、農地・宅地などの緑が減少を続けており、あらゆる方策を

活用しながら残していかなければなりません。また、公園や樹林地を適切に管理すること

や、植樹や施設緑化などにより新しく緑を増やしていくことも、これからの小金井の大切

な課題です。緑を守り育てるためには、全ての主体が協力しあって進めることが必要で、

そのために市全体の緑の保全方針を早期に明確にすることが不可欠です。 

 

２－１緑の保全 

大規模な公園緑地など永続性が保証された緑地の適切な管理や整備を行います。 

１－２－１　環
境保全活動の
ネットワーキン
グとコーディ
ネートを進める

環境市民会議等を通
じた団体間のコミュ
ニケーション（講
座・学習会等の開
催)を促進する。

講座、学習会、環境
博覧会、施設見学会
等を協働で行ってい
る。

環境政策課

継続 ○

１－２－２
市・市民・事業
者の協働を推進
する

市民・事業者・行政
等との情報共有や意
見交換の仕組みを整
備する。

取組の一つとして、
環境博覧会を開催し
ている。

環境政策課

継続 ○

１－２－４　広
域的な連携を進
める

広域的な環境問題に
対応するため他地域
と連携する。

各種協議会に参加す
る。

環境政策課

継続 ○

環境フォーラム、環境市民会
議、環境審議会等を通じて市
民、事業者との情報共有や意
見交換を行っている。26年
度は環境基本計画、地球温暖
化対策地域推進計画の改訂に
伴い、改訂検討委員会を設置
し、公募市民、事業者等を委
員とした。

東京都市環境・公害事務連絡
協議会（年6回開催。東京都
環境局担当課長職者、多摩２
６市環境政策担当部署課長職
者、係長職者出席）等への参
加を通じて他市と連携してい
る。

環境市民会議との共催で環境
フォーラム（1回）、環境
フィールドワーク（1回）、
環境講座（1回）、クリーン
野川作戦（1回）を開催し
た。

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等

１－３－１　環
境情報を収集・
整備し、提供す
る

利用者が活用しやす
い環境情報の収集・
整備・提供する。

ホームページ等で情
報発信する。

環境政策課

継続 ○

１－３－２　効
果的な情報発信
を工夫する

市民のライフスタイ
ルの多様化に合わせ
た効果的な情報発信
を検討する。

ホームページ等で情
報発信する。

環境政策課

継続 ○

市内の自然環境や生
きものに関する情報
を提供する。

湧水調査をし、環境
報告書等に記載す
る。

環境政策課
継続 ○

環境行動指針を普
及、啓発する。

市報等で啓発する。 環境政策課
継続 ○

１－３　情報の積極的な活用

環境フォーラム、環境施設見
学会、環境講座、クリーン野
川作戦、田んぼの時間、大気
汚染情報、放射能関連情報等
をホームページ等で情報発信
した。

ホームページ、市報、チラシ
の広報掲示板への掲示及び公
共施設への設置等で情報発信
した。

１－３－３　情
報を行動に結び
つけるコーディ
ネートを進める

３か所実施。年２回６月、１
２月。

環境フォーラム等、イベント
時に市民へ配布した。

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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民有地の緑は、相続の発生などにより急速に減少していくおそれがあります。また、公

園や樹林地などで管理が十分行われていないところもあります。重点的に保全すべき緑な

ど保全方針を明らかにし、さまざまな指定制度の活用や、公的資金・市民の寄付などによ

る買い取り、市民による維持管理の参加・支援などを組み合わせて緑を守っていきます。

条例や計画など市独自の緑の基準づくりも検討します。 

 

 

２－２緑の創造 

新たな公園整備、敷地や建物の緑化などを進めます。緑化にあたっては、緑の連続性、

水との一体性の確保、地域の生態系に望ましい植物種を選ぶ配慮などを重視します。緑化

の努力に対する助成や表彰なども行っていきます。 

 

２－１－１　永
続的でまとまっ
た緑地を保全す
る

緑の基本計画の推進
等によりまとまった
緑地を保全する。

国分寺崖線の緑が面
的に確保されるよう
に努め、緑と景観、
湧水の保全が図られ
るようにする。

環境政策課

継続 ○

緑の現況に関する調
査をする。

基礎データの調査を
する。

環境政策課
継続 ○

保存生垣指定や保存
樹木指定等の制度を
活用する。

保存樹木の内一定規
模の巨樹のリスト作
成

環境政策課
継続 ○

宅地開発等指導要綱
により緑地を保全す
る。

まちづくり条例に規
定する指定開発事業
を行う場合、敷地面
積の３％又は６％の
緑地・公園を設置す
る。

まちづくり
推進課

継続 ○

市民や専門家と連携
し、緑地の保全・整
備方針を検討する。

緑地保全対策審議会
での検討や環境市民
会議との連携など多
面的な連携を進めて
いく。

環境政策課

継続 ○

市民参加（ボラン
ティア）による公園
等の管理を普及・啓
発する。

清掃、剪定、花壇の
維持等をボランティ
アの協力を得て推進
する。

環境政策課

継続 ○

市民緑地制度の活用
の可能性を検討す
る。

土地所有者の要望に
基づき緑の基本計画
の緑地の保全の施策
に沿うものを検討す
る。

環境政策課

継続 ○

雑木林の保全に努め
る。

公共緑地として保全
に協力する。

環境政策課
継続 ○

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等

２－１－３　緑
の管理と活用を
進める

現在の公共緑地は、公共緑地
として継続して保全してい
く。

寄附用地（１，９２７㎡）を
緑地として整備した。

未実施。緑の現況調査を検討
していく。

継続していく。

平成26年度
3%の公園緑地設置件数3件
6%の公園緑地設置件数1件
今後も、一定規模以上の事業
については、公園・緑地の設
置を指導する。

緑地保全対策審議会から提案
があり、環境緑地の周知方法
を見直した。

花壇ボランティア　５団体
公園美化サポーター　２１団
体
剪定ボランティア　１団体

新たに市民公開を前提とした
緑地を指定する場合には、積
極的に市民とともに守り、活
用する市民緑地制度を活用す
る。

公園整備事業により
緑地を確保する。

公共緑地として保全
に協力する。

環境政策課
継続 ○

沿道や遊歩道などの
植栽や街路樹など連
続性をもたせるよう
なまちづくりをす
る。

都市計画道路の整備
に当たっては、歩道
に植樹帯等を設け、
街路樹を植栽する。

道路管理課

継続 ○

２６年度
実施状況

２－２－１　新
たな公園緑地等
を確保する

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等

貫井けやき公園用地（２８６
㎡）を取得した。

都市計画道路３・４・１２号
線
平成２６年度は植栽部無し
都市計画道路３・４・３号線
平成２６年度は植栽部無し

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名



第３章 取り組みの進捗状況 

  15           

 

 

２－３まちづくりにおける農の活用 

農業者や農業団体、農業委員会、市民などが連携して、農をまちづくりの中に位置づけ、

農業者が長期的な展望とやり甲斐をもって農業を続け、市民も緑の保全、地下水涵養、安

心でおいしい食糧の確保、土にふれる機会を得るなどの様々な恵みが受けられるようにし

ます。 

農業者と一般市民との顔の見える関係を大切にしながら、農業の担い手の支援・育成や、

援農や交流の仕組みづくり、営農の継続が難しい農地の市民農園や公園化などに取り組み

ます。 

また、在来品種の保存に取り組み、生物多様性と地域の文化の保全を目指します。 

 

２－２－１　新
たな公園緑地等
を確保する

大型店舗や集合住宅
などの駐車場等の緑
化を促す。

開発における工事に
は、小金井市環境配
慮計画書の提出を事
業者に求め緑化を促
す。

環境政策課

継続 ○

開発における工事には、小金
井市環境配慮計画書の提出を
事業者に求めている。（平成
２６年度２６件）

農業の担い手の支
援・育成をする。

年間を通じ簿記講習
会等を行い、農業経
営の効率化を図る。
認定農業者となった
者から担い手支援を
図っていく。

経済課
農業委員会

継続 ○

生産緑地を保全す
る。

都市計画公園と重複
している箇所は、積
極的な取得に努め、
公園として整備を図
る。

環境政策課
経済課
農業委員会

継続 ○

市民と農業者の連携
による援農と交流の
しくみづくりをす
る。

体験型市民農園を通
じ、農業への理解と
興味を育み、農業者
と市民との交流を深
めている。

経済課
農業委員会

継続 ○

借地契約等により市
民農地を開設する。

園芸を通じ土に親し
み、生産の喜びを味
わい、余暇生活の実
現に資する。

経済課

継続 ○

環境保全型農業事業
を促進する。

バイオマス事業の推
進を図る。

経済課
農業委員会

継続 ○

２－３－１　農
地を保全・活用
する

■簿記講習会
講習会回数：5回
参加人数：延べ21人
■認定農業者支援
申請数：6農家
予算額：2,500千円
執行額：2,447千円
内容：農業用施設整備事業、
農業用機械等導入事業

■生産緑地の保全
追加申請数：１件
買取り申出件数：２件
削除件数：２件(地区の一部
を含む)
追加面積：９０㎡
生産緑地面積：６６．０２㏊
地区担当委員が農地を見廻り
（5～6月）、農地利用状況
調査（8月～10月）を実施
し、肥培管理不十分農地に対
して指導を行った。

■体験農園
農園数：2農園
区画数：90区画
面積：4,489.46㎡
内容：夏作・秋作の農作物の
講習会を行い、収穫した農作
物は収穫祭を行い、農業者と
市民との交流を深めた。

■市民農園
農園数：5農園
区画数：311区画
面積：6,574.37㎡
内容：市が農家から農地を借
り、農園として整備し、市民
に区画を貸し出した。

食品リサイクル堆肥の農家で
の使用推進を図る。

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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３．地下水・湧水・河川の水循環を回復する 

緑とともに水にも恵まれた小金井ですが、現代の急速な都市化は、水の循環に大きな障

害を生じさせています。湧水量の減少と下水道の普及があいまって河川の水量が減少し、

また、かつて市内にはりめぐらされた用水路は、都市化のもとでその機能が低下し、通水

が停止されています。河川の水質では、一定量以上の降雨時に下水の越流水が排出され河

川を汚すという問題が残されています。 

環境基本計画の水に関する第３章第３節は、「小金井市の地下水及び湧水を保全する条例」

に基づく「地下水及び湧水の保全・利用に係る計画」を兼ねており、専門家の調査や提言

に基づいて具体的な施策や取り組みの方向を示しています。水循環の仕組みを理解し、小

金井の水辺のあり方や、水利用のあるべき姿を考えながら、水循環の回復・実現に向けた

これらの施策や取り組みを実践していきます。 

 

３－１地下水・湧水に関する現況把握 

地下水・湧水の保全を進めるために、水循環の仕組みや水環境の現況を把握します。地

下水位、地下水の流れ、地下水脈、湧水の湧出量や水質、野川の水量や水質、井戸の状況

などについて定期的・継続的なモニタリングの体制を整えます。また、地下水の流れを把

握するための観測井を設置します。 

調査・収集したデータをもとに、市域の水収支の把握と分析を行って水環境保全の方策

検討に役立てるとともに、データや専門家による調査結果などはわかりやすい形で公開・

活用していきます。 

 

 

 

２－３－３　食
糧の自給と安全
性を確保する

地場野菜の利用・流
通支援等により地産
地消を促進する。

一日生活教室を通
じ、庭先販売の地場
野菜を使った料理講
習会を開催。
地場野菜への興味を
促すと共に、新たな
作物を小金井のブラ
ンドに向けて模索す
る。

経済課
農業委員会

継続 ○

■料理講習会
開催回数：1回
参加人数：19人
内容：地元夏野菜を使った料
理教室を開催した。
■江戸東京野菜、ルバーブ
小金井特産品として農業祭や
丼ぶりフェア等様々なイベン
トを開催し、PRした。

地下水水質の定期
的・継続的な調査・
監視をする。

定期的な水質の検査
をする。

環境政策課
継続 ○

湧水調査をする。 ３か所の湧水調査を
行っている。

環境政策課
継続 ○

定期的・継続的なモ
ニタリングを可能に
するため市民・研究
機関等との連携など
必要な仕組みを整え
る。

環境市民会議や東京
都土木技術センター
の井戸・湧水調査と
連携・協力を行な
う。

環境政策課

継続 ○

３－１－１　地
下水･湧水の現
況を把握する

１４か所実施。年４回７月、
１０月、１２月、２月。

３か所実施。年２回６月、１
２月。

環境市民会議と協力し、毎月
１回地下水位の測定を行って
いる。

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等



第３章 取り組みの進捗状況 

  17           

 

 

３－２地下水・湧水の保全 

地下水・湧水を保全するために、雨をできるだけ地下に浸透させて、地下水を涵養し、

地下水位を確保します。そのための方策として、雨水浸透ますをはじめとする浸透施設の

設置促進とその効果検証、農地や緑地の保全、雨水貯留、下水道に流れ込む雨水量の把握

と削減、用水路の復活などに取り組みます。また、地下構造物の建築によって地下水の流

れが妨げられることがないように、法律や「小金井市地下水及び湧水を保全する条例」に

基づき地下水影響工事のチェックを確実に行います。また湧水涵養域を明らかにして保全

施策を検討していきます。 

さらに地下水の水質を保全するために、地下水の定期的・継続的な調査・監視を行うと

ともに、地下水質に影響を与えるおそれのある事業活動などに対する監視・規制や指導を

徹底します。 

 

 

３－３河川環境の保全 

野川、仙川、玉川上水などの河川や用水の親水性を高め、生きものの生息環境を保全す

るために、安定した流量と水質を確保します。河川流量の確保には、雨水の地下浸透や、

雨水を河川に直接流入させる、玉川上水から砂川分水・小金井分水に用水を導入する、市

民が雨水浸透や節水に取り組むなどのさまざまな方策を検討・実施します。水質では、下

水道の合流改善や、国・都・近隣自治体と協力した玉川上水の高度処理水の水質改善さら

３－１－２　地
下水･湧水につ
いての情報を整
理・分析・提供
する

地下水・湧水につい
ての情報整理・分析
をする。

井戸１４地点湧水１
地点の水質測定を年
４回行い、地下水保
全会議等を通じて結
果を分析している。

環境政策課

継続 ○

井戸１４か所年４回、湧水３
か所年２回実施。
地下水保全会議（年３回７
月、１１月、３月実施）で
ボーリング調査結果データ等
（１１件）の分析を行った。

雨水浸透施設等設置
を促進する。

市民に設置の協力を
お願いし、昭和６３
年８月以前の建築物
を既存建物とし、助
成金を交付する。

下水道課

継続 ○

雨水タンクその他の
市民・地域の取組の
支援・促進をする。

雨水貯留施設設置費
補助制度により行
う。

環境政策課
継続 ○

３－２－２　地
下水脈の分断を
防止する

地下水及び湧水を保
全する条例に基づく
地下水影響工事に係
る書類提出の仕組み
の整備と運用する。

提出された書類に基
づき地下水保全会議
の意見を聴き、必要
に応じて地下水への
配慮を求める通知を
行う。

環境政策課

継続 ○

３－２－３　地
下水質を保全す
る

地下水水質監視す
る。

井戸１４地点湧水１
地点の水質を年４回
測定する。

環境政策課

継続 ○

井戸１４か所実施。年４回７
月、１０月、１２月、２月。
湧水３か所実施。年２回６
月、１２月。

３－２－１　地
下水位を確保す
る

平成２７年３月３１日現在市
全体で雨水浸透設置率は、５
９．９％となっている。引き
続き事業を促進する。

１２件　２０４，６２０円

開発における工事には、小金
井市地下水及び湧水を保全す
る条例を周知している。

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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に河川水等の利用に取り組みます。また流量確保や水辺生態系の保全により自然の浄化能

力を維持・回復します。 

 

 

３－５水の循環的利用 

水の大切さや水循環の仕組みについての普及啓発を進め、家庭や事業所等での節水を促

進します。また公共施設や大規模施設での中水利用や、市民のアイデアを活かした雨水利

用の実践などを進め、上水利用をできるだけ抑えます。地下水の利用は、保全を図りなが

ら、おいしい水道水や災害時水源として利用し続けていかれるように、利用した分を補う

だけの地下水涵養や、井戸の適正管理を行います。 

 

 

３－６市民等の啓発と連携 

地下水や湧水の保全には、市民の参加･協働が不可欠であるため、地下水や湧水に関する

わかりやすい情報提供や、市民参加のモニタリング、学習・保全活動により、市民の地下

水に対する関心や理解を高めながら、保全活動を広げていきます。 

 

 

３－３－２　河
川水質を保全･
回復する

合流式下水道を改善
する。

越流水の水質を監視
する。

下水道課

継続 ○

除去施設については、全９箇
所対応済みであるため、今後
は施設の維持管理を計画的に
行っていく必要がある。ま
た、道路上の雨水浸透施設に
ついては平成２６年度中に１
２０箇所設置し、事業は順調
に推移している。

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等

３－５－１　節
水を進める

日常生活や事業活動
における節水の啓発
をする。

環境行動指針の啓発
などを通じ環境負荷
軽減を図る。

環境政策課

継続 ○

３－５－３　地
下水の適正利用
を進める

災害時利用のための
井戸の管理

防災井戸や災害用井
戸を適正に管理す
る。

地域安全課

継続 ○

希望する市民に環境行動指針
を配布すると共に、全職員に
環境マネジメントシステムハ
ンドブックを配布し、節水を
呼び掛けている。

防災井戸は年１回（３月）の
保守点検及び水質検査を実
施。
災害用井戸（３６件）は年１
回（３月）水質検査を実施。

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等

３－６－１　情
報収集や保全活
動を連携して進
める

地下水や湧水のモニ
タリングや学習活動
を協働して進める。

環境市民会議による
地下水・湧水のモニ
タリングや環境講座
を支援する。

環境政策課

継続 ○

環境市民会議広報誌により、
年間の測定結果を発表してい
る。

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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４．自然環境を一体的に保全する 

小金井市では、東西に、水辺と一体になった緑が帯状にのびていますが、南北の緑や水

のつながりは不足しており、また、かつてあった湧水や用水とその周辺の緑も、次第に減

少しています。生態系としての価値や、自然とのふれあいの質を高めるために、緑や水に

まとまりや連続性をもたせることが大切です。これまでも市のさまざまな計画にすでに示

されてきた水と緑のネットワーク構想を実現させること、野川の自然、急速に減少してい

る屋敷林の保全などが、そのための大きな課題です。 

 

４－２生物の多様性の保全 

大規模公園などの面的にまとまった緑、国分寺崖線（はけ）などの帯状の緑、屋敷林や

農地などの点的に連続した緑を保全し、中でも緑と水の一体性がある地点を重視します。 

学校ビオトープなど生息空間を新たに増やす努力や、野川等の自然再生をさまざまな主

体で意見を出し合いながら進めます。団体との連携や市民参加により、動植物の実態を調

査し、調査結果をもとに、動植物に配慮した河川や緑地の管理を実施したり、市民の動植

物保護に対する意識啓発、参加を促します。 

 

 

５．公害を未然に防止する 

市では目立った公害は発生していませんが、一部、地下水水質等で環境基準を超過して

います。また、住宅地で騒音や悪臭の苦情が発生するなどの生活型公害は少なくありませ

ん。 

行政や事業者等が、それぞれ監視・測定や規制・指導、発生抑制など公害の未然防止に

向けて必要な措置をとることや、公害が発生した場合に迅速で的確な措置がとれる体制を

整えておくことに加え、化学物質の適正管理やリスクコミュニケーションなどによる有害

化学物質対策も必要です。 

 

５－１公害対策 

大気や土壌の汚染、水質の汚濁、騒音など、環境基準が定められた公害について監視・

測定を継続的に行います。さらに、平成２３年３月１１日の東日本大震災以降深刻な社会

問題となっている空間および食品の放射能測定を継続的に行います。都の助成制度等を活

用した防止対策や、発生源に対する適切な規制や指導を進めます。また、生活型の公害に

湧水地生態系を調査
する。

湧水地の生き物の調
査を行う。

環境政策課
継続 ○

ビオトープを学校と
地域市民と協働して
つくる。

小学校や野川自然再
生事業（都）で行
う。

環境政策課
継続 ○

４－２－１　生
息空間を保全･
創造する

３か所実施。年２回６月、１
２月。

野川調節池で自然再生の取り
組みを行っている。

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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対処するために、苦情相談機能や健康の影響などに対する相談も充実させます。 

 

 

５－２有害化学物質対策 

規制・未規制を問わず有害化学物質の環境影響を未然に、そしてより効果的に低減して

いくために、ＰＲＴＲ法や都の環境確保条例に基づき、事業者による使用化学物質の適切

な管理と情報提供を促します。また、環境リスクに関する正確でわかりやすい情報の提供

や問い合わせ・相談対応の充実、各主体間のリスクコミュニケーションを促進します。市

が行う清掃事業の管理運営等では、情報公開や双方向コミュニケーションに努めます。 

 

工場･指定作業場に
対する排出抑制のた
めの設備改善･設置
助成をする。

小金井市小口事業資
金融資あっせん制度
により利子の一部を
補助する。

経済課

継続 ○

公用車等に低公害車
の導入を促進する。

車両の買い換えの際
などに環境負荷の少
ない車両を購入する
よう指導する。

環境政策課

継続 ○

公共交通や徒歩･自
転車への転換促進を
する。

CoCoバスの運行に
よる自家用車運転抑
制

交通対策課

継続 ○

駐輪場の整備・駐輪
台数の確保（レンタ
ルサイクルを行い自
転車の有効利用を図
る）

ＪＲ中央線の高架下
を利用する。

交通対策課

継続

アスベスト排出等作
業届出受付と現場立
会いをする。

届出受付は２，００
０㎡以下の場合のみ
行う。

環境政策課
継続 ○

５－１－２　水
質汚染対策を進
める

工場･事業所への排
水規制をする。

法等に基づく排水の
監視及び立入検査を
実施する。

下水道課
継続 ○

化学物質の適正管理
を促進する。

使用している事業所
から報告をもらう。

環境政策課
継続 ○

除草剤の適正使用を
指導する。

市民等に広報を行
う。

環境政策課
継続 ○

低農薬で安全な作物
の生産を推奨する。

残留農薬検査に対し
補助を行い、低農薬
で安全な作物の生産
を推奨する。

経済課
農業委員会

継続 ○

地区計画制度、建築
協定によるまちづく
りを推進する。

まちづくり条例によ
り、地区計画制度、
建築協定の作成手続
き等の支援を行う。

まちづくり
推進課

継続 ○

苦情処理・相談機能
を充実する。

研修参加等により情
報収集に努め相談等
の充実を図る。

環境政策課

継続 ○

空間放射線量を測定
し、市民等への情報
提供をする

市報、ホームページ
による情報提供をす
る。

環境政策課

継続 ○

放射能測定 食品の放射能測定を
希望する市民に対
し、市と協定を結ん
だ団体が測定する。

経済課

継続 ○

２２事業場８７検体の水質検
査を実施した。

５－１－３　土
壌・地下水汚染
対策を進める

都条例報告：１７件
市条例報告：６件

市報５月１５日号に適正使用
を周知するための記事掲載

■残留農薬検査
内容：ウリ科の作物の土壌検
査を6検体行った。

５－１－４　そ
の他の生活環境
保全対策を進め
る

平成26年度　支援団体数：
1団体（年間）
武蔵小金井駅北口周辺地区ま
ちづくり協議会

国、東京都及び公害事務連絡
協議会主催の研修等に参加
（平成２６年度は５７回参
加）

公共施設等４３か所の定点測
定を年４回実施

測定件数105件（一般市
民）

５－１－１　大
気汚染対策を進
める

「特別設備資金」のあっせ
ん。申込み０件

小金井市グリーン購入基本方
針及びグリーン購入ガイドラ
インに基づき、購入する際は
選定している。

ココバスの利用者増及び利便
性を拡大するため、現状の問
題点を小金井市地域公共交通
会議において報告した。

武蔵小金井駅西側高架下自転
車駐車場の直近に武蔵小金井
駅南１自転車駐車場を設置。

届出：３件

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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５－３ヒートアイランド対策 

小金井市内でも、緑地や裸地が減少し舗装面や建築物が増大した地区でヒートアイラン

ド現象が実感されるようになっているため、観測地点を定めてモニタリング体制を整えま

す。ヒートアイランド現象の防止や緩和に向けて、緑地・水面の確保や、コンクリート、

アスファルト舗装などの見直しに取り組みます。 

 

 

６．小金井らしい景観をつくる 

「小金井らしい景観」について、多くの人の合意した共通理解はありません。小金井ら

しい景観は何かを市民とともに考えながら、その景観の実現に向けた取り組みを検討・実

施します。そのような中で、国分寺崖線（はけ）や農地、屋敷林の緑の減少や、それらの

自然とのつながりの中でつくられてきた有形・無形の文化遺産が消えていくことに対する

対策が急がれます。 

教室等公共施設の
シックハウス状況の
調査測定・改善をす
る。

机・椅子・コン
ピュータ等の備品購
入の際、調査測定を
する。

学務課
保育課

継続 ○

適正管理化学物質に
係る指導をする。

使用している事業所
から報告をもらう。

環境政策課
継続 ○

ＰＲＴＲや環境確保
条例に基づく情報提
供をする。

ホームページによる
情報提供をする。

環境政策課
継続 ○

化学物質に関する
データベースの整備
活用と市民等への情
報提供をする。

ホームページによる
情報提供をする。

環境政策課

継続 ○

化学物質の環境リス
ク情報の公開をす
る。

ホームページによる
情報提供をする。

環境政策課
継続 ○

５－２－１　化
学物質を適正管
理する

現在のところ、特に基準値以
上の値は検出されていない
が、引き続き検査は随時行っ
ていきたい。（平成２６年度
検査実施件数：５件）（学務
課）
今年度は改修工事等がなかっ
たことから、実績はない。な
お、今後改修工事等がある際
は、調査測定を行っていきた
い。（保育課）

都条例報告：１７件
市条例報告：６件

ホームページによる情報提供

ホームページによる情報提供

ホームページによる情報提供

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等

屋上緑化・壁面緑化
を進める。

各小・中学校を対象
に行う。

庶務課
継続

校庭の芝生化を進め
る。

各小・中学校を対象
に行う。

庶務課
実施

５－３－３　建
物敷地・道路･
建築物のコンク
リートやアス
ファルト舗装を
見直す

透水性舗装など道路
舗装を進める。

歩道の透水性舗装・
浸透ますの設置を行
う。

道路管理課

継続 ○

５－３－２　緑
地や水面を確保
する

２６年度は実績なし

南中学校校庭芝生化（1,333
㎡）

都市計画道路３・４・１２号
線
透水性インターロッキングブ
ロック舗装　３４７㎡

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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駅付近などの新たな開発や建築では、小金井らしい景観を守り、環境負荷の少ない施設

整備を進めていくことが課題です。 

 

６－１小金井らしい景観の確保 

小金井らしい景観とは何かについて話し合い、明らかにしていきます。多くの市民が小

金井らしさを感じる国分寺崖線（はけ）や農地、屋敷林など環境保全機能にもすぐれた要

素を景観資源として位置づけ、まちづくりの中での保全活用を検討します。まちの美化や、

まちや河川の清掃などをより一層進めます。 

 

 

６－２歴史的文化的遺産の保全 

玉川上水、小金井桜や五日市街道に代表される歴史的風致や、古道・石仏・古木などの

文化的遺産、民間信仰や年中行事などの無形の遺産に親しむ機会を設けて保全・継承をは

かり、さらにまちづくりの中で積極的に景観形成や環境学習などに位置づけて、地域や活

動の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

６－１－１　小
金井らしい景観
を保全する

市民と景観形成を考
えていく。

まちづくり条例の諸
制度の周知に努め
る。

まちづくり
推進課 継続 ○

ポイ捨ての防止など
の普及啓発・環境美
化を推進する。

不法投棄厳禁・ポイ
捨て禁止等の啓発看
板を設置する。

ごみ対策課

継続 ○

ごみ出しマナーの向
上に向けた普及啓発
をする。

市報（ごみ減量・リ
サイクル特集号）、
市ホームページ及び
ごみ・リサイクルカ
レンダー等で情報を
提供する。

ごみ対策課

継続 ○

屋外広告物のマナー
の向上に向けた普及
啓発をする。

パンフレットを作成
し配布する。

道路管理課

継続 ○

市ホームページで、環境美化
サポーター制度（アダプト・
プログラム）の周知をしてい
る。（企画政策課）
９の団体及び個人により市道
等の清掃が継続して行われて
いる。会員数は３６０名に達
した。活動団体の拡充をし、
市民との協働による活動を推
進したい。（道路管理課）

○

周知に努める。

６－１－２　ま
ちの美化を進め
る

不法投棄が頻発する箇所への
看板の設置や希望する市民へ
の各種警告看板の配布を実
施。

カレンダー、市報及び市ホー
ムページを活用して、マナー
向上の呼び掛けを実施。

除却枚数：７４６件（内訳
はり紙６２９枚、はり札等４
６枚、広告旗２８枚、立看板
等４３枚）

アダプトプログラム
を進める。

市民と市がお互いの
役割分担を定め、両
者のパートナーシッ
プのもとで、事業を
行う。

企画政策課
環境政策課
道路管理課
ごみ対策課

継続

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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６－３環境と共生する都市づくり 

環境に配慮した都市整備が進むよう、まちづくり条例の中に環境配慮指針を定めたり、

開発や建築に際しての規制・誘導施策の検討や、環境影響評価の実施を行います。建物の

新築・増改築では、省エネルギーシステムや水の循環的利用をはじめとする環境に配慮し

た施設整備を促進します。特に公共施設や民間の大規模プロジェクトでの導入を進めます。 

 

 

 

玉川上水・五日市街
道等の歴史的風致の
保全について情報提
供や親しむ機会を作
る（国指定史跡玉川
上水及び名勝小金井
桜の保全）

文化財センターで企
画展を開催すること
や文化財めぐりで現
地を見てもらう。

生涯学習課

継続 ○

農地・屋敷林・社
寺・ハケの緑地の保
全をする。

緑地保全については
関係課と相互の調整
を図る。
法に基づく適正な農
地の肥培管理を促
す。

経済課
農業委員会

継続 ○

農地・屋敷林・社
寺・ハケの緑地の保
全をする。

制度を活用した保全
を図る。
農地・屋敷林等につ
いて相互の調整を図
る。

環境政策課
農業委員会

継続 ○

歴史的文化的遺産に
ついての情報や親し
む機会を提供する。

文化財センターでの
展示、各種講座、文
化財めぐり等の実施

生涯学習課
継続 ○

６－２－２　歴
史的文化的遺産
をまちづくりに
活かす

水田・用水路復活と
して自然再生事業を
支援する。

野川自然協議会に参
加する。

環境政策課

継続 ○

野川調節池での自然再生事業
に係る活動支援施設への支
援。

６－２－１　歴
史的文化的遺産
の保全・継承す
る

企画展1回、文化財講演会１
回、古文書講座３回実施

■農地パトロール
実施期間：8月～9月
対象農地：市内全域
内容：地区の担当委員による
パトロールを実施、管理不十
分農地に指導や指摘を行い改
善を促した。

生産緑地の追加指定や肥培管
理状態の問い合わせについ
て、相互の調整を図り対応し
た。

企画展1回実施
（史跡めぐりは１回実施）

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等

６－３－１　環
境に配慮した都
市整備を進める

駐輪場の整備をして
自転車利用のまちづ
くりをする。

慢性的に駐輪場が不
足している状態で、
空いている土地もな
いためＪＲ中央線の
高架下利用を検討す
る。

交通対策課

継続

６－３－２　環
境に配慮した施
設の整備を進め
る

環境に配慮した建物
の整備促進（省資
源・省エネルギー・
雨水浸透・雨水利
用・緑化・自然エネ
ルギーの活用など）
をする。

開発における工事に
は、小金井市環境配
慮計画書の提出を事
業者に求め推進して
いく。また、公共施
設の建設･改修工事
に際しては、環境に
配慮した物を使用
し、省エネルギーの
電気機器等、また、
多摩産木材を使用す
るよう推進する。

環境政策課

継続 ○

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等

武蔵小金井駅西側高架下自転
車駐車場の直近に武蔵小金井
駅南１自転車駐車場を設置。

開発における工事には、小金
井市環境配慮計画書の提出を
事業者に求めている。（平成
２６年度２６件）
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７．ごみを出さない暮らしとまちをつくる 

市では、市民の協力によりごみ減量や分別が進められてきました。長期的な傾向では、

燃やすごみは減少し、燃やさないごみや資源物の回収量は増加しています。最終処分場の

残余容量には限りがあり、また小金井市の中間処理場は老朽化しており、本市の可燃ごみ

を処理する焼却施設は平成１９年３月に稼動停止しました。ごみ処理・処分は環境負荷が

生じる一方で、市税収入の１割以上という莫大なコストをかけて行われています。ごみ減

量をさらに進めるためには、各家庭・事業所などのごみ減量努力と、ごみになるものを作

らない・売らない・買わない社会的な仕組みづくりが必要です。 

 

７－１ごみを出さない 

廃棄物の減量のためには、不要なものは生産しない、販売しない、買わないという生産

者・商業者・消費者それぞれの取り組みが不可欠です。レジ袋やトレーなどの容器包装の

削減を、市･市民･事業者の協力で進め、ごみ処理やリサイクルのコストの適正な負担の仕

組みを検討･実現していきます。衣食住のあり方や生活時間の使い方など、ライフスタイル

を見直していくことも、ごみ問題の根本的な解決に向けて必要です。 

６－３－２　環
境に配慮した施
設の整備を進め
る

環境に配慮した公共
施設整備促進（省資
源・省エネルギー・
雨水浸透・雨水利
用・緑化・自然エネ
ルギーの活用など）
をする。

公共施設の建設・改
修工事に際しては、
環境に配慮した施設
整備を促進する。

建築営繕課

継続

①小金井市立南中学校運動場
芝生整備工事：校庭芝生化、
雨水浸透トレンチ
②小金井市栗山公園健康運動
センター温水ヒーター改修工
事：省エネ高効率真空温水
ヒーター
③小金井市東児童館改修工
事：LED照明、冷暖房（省エ
ネタイプ）
④小金井市緑児童館改修工
事：LED照明
⑤小金井市立小金井第二小学
校トイレ改修工事：LED照明
⑥小金井市立東小学校トイレ
改修工事：LED照明
⑦小金井市立前原小学校トイ
レ改修工事：LED照明
⑧小金井市立南小学校トイレ
改修工事：LED照明
⑨小金井市公民館本町分館ト
イレ改修工事：LED照明
⑩耐震性貯水槽設置工事：透
水性アスファルト舗装
⑪小金井市立南中学校芝生備
品倉庫増築工事：雨水浸透桝
⑫小金井市本町児童館改修工
事：省エネタイプ空調機

○

環境に配慮した建物
の整備促進（省資
源・省エネルギー・
雨水浸透・雨水利
用・緑化・自然エネ
ルギーの活用など）
をする。

雨水を活かしたまち
づくりのため雨水浸
透ます及び雨水貯留
槽の設置を推進す
る。

下水道課
環境政策課

継続

公共施設の整備は１００％の
実績で施行しており、これか
らも継続して整備していく。
（下水道課）
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７－２資源循環の推進 

リユース・リサイクルを促進するために、製品や販売店に関する情報を提供したり、地

域全体での取り組みを考えていきます。分別排出・回収を進め、品目ごとに適切なリサイ

クルルートを構築し円滑に運用するとともに、市民にとってリサイクルが目に見える仕組

みづくりなどを工夫します。市自らのグリーン購入を進め、販売事業者や市民に対しては、

環境ラベリング制度やエコストアなどの方法を活用して、情報提供や普及啓発を行います。 

 

簡易包装や量り売り
の励行等による包装
材の削減、発生抑制
を推進する。

リサイクル推進協力
店認定制度をＰＲ
し、事業者と市民が
協働して実現するよ
う啓発する。

ごみ対策課

継続 ○

分別等の指導による
事業系ごみの減量及
び資源化

事業所のごみの排出
状況調査と指導を行
う。

ごみ対策課

継続 ○

発生抑制の意識向上
を図るための啓発活
動を推進する。

市報（ごみ減量・リ
サイクル特集号）・
市ホームページ等で
情報を提供し、併せ
てＤＶＤ・冊子等を
活用した環境教育を
実施する。

ごみ対策課

継続 ○

マイバック持参の奨
励

スーパーの店頭や駅
頭において啓発用
グッズを配付し、マ
イバック持参を奨励
する。

経済課

継続 ○

７－１－２　ラ
イフスタイルを
変える

ごみを出さないライ
フスタイルの普及啓
発をする。

市報（ごみ減量・リ
サイクル特集号）及
び市ホームページ等
で情報を提供し、ま
たノーレジ袋キャン
ペーンを実施する。

ごみ対策課

継続 ○

ごみ減量啓発アニメーション
ＤＶＤ及び冊子を活用し、市
内イベントや出張講座（７
回）等で啓発活動を実施。さ
らに、前年度に作成したごみ
減量かるたを、ＨＰ等で周知
している。また、ノーレジ袋
キャンペーンを実施。

７－１－１　ご
みになるものは
作らない・売ら
ない・買わない

平成２６年度末現在７店舗認
定。ごみリサイクルカレン
ダー、市報ごみ減量・リサイ
クル特集号及び市ホームペー
ジで、リサイクル推進協力店
の情報を掲載。また、ノーレ
ジ袋キャンペーンを実施。

事業所へのごみ減量と資源化
について指導を継続する。
（平成２６年度実績１５事業
所）

ごみ減量啓発アニメーション
ＤＶＤ及び冊子を活用し、市
内イベントや出張講座（７
回）等で啓発活動を実施。ま
た、市報ごみ減量・リサイク
ル特集号及び市ホームページ
で情報を提供。

啓発物品の配布
マイバックキャンペーンは雨
天中止、消費生活展で配布

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等

リユース（再使用）
できる製品や取り
扱っている販売店
（リサイクル協力
店）に関する情報提
供をする。

市報（ごみ減量・リ
サイクル特集号）及
び市ホームページ等
で情報を提供する。

ごみ対策課

継続 ○

ごみ減量及び資源化
の啓発をする。

市報（ごみ減量・リ
サイクル特集号）及
び市ホームページ等
で情報を提供する。

ごみ対策課

継続 ○

環境学習関連資料を
提供する。

環境教育にかかわる
資料を学校に提供す
る。

指導室

継続 ○

７－２－１　リ
ユースを進める

市報ごみ減量・リサイクル特
集号及び市ホームページで、
リサイクル推進協力店の情報
を掲載。また、市報及び市
ホームページにてフリーマー
ケットの出展募集を掲載。

市報ごみ減量・リサイクル特
集号で、ごみ・資源物処理量
及び廃棄物会計による処理経
費を掲載。

前年度までに学校へ配布済み
の環境副読本CDを活用する
ための消耗品を学校へ提供し
た。

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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７－３適正な処理 

環境負荷の少ない処理・処分技術の導入や低公害収集車両の導入などにより、収集運搬・

中間処理・最終処分の環境負荷をできるだけ減らします。特に、有害物質の適正な処理･

処分を徹底します。 

 

 

７－４有機系廃棄物の循環利用 

一般廃棄物で大きな重量比を占める生ごみについて、肥料化を進めます。その肥料を地

域の農業者が使用し、収穫した農産物が生ごみの排出者である市民等に還元される仕組み

づくりにも取り組みます。また、剪定枝・落ち葉についても、資源として循環利用する事

業に取り組みます。 

 

 

 

７－２－３　品
目ごとのリサイ
クルのルート構
築と円滑な運用
を進める

市民が効果を実感で
きるリサイクルのあ
り方を検討する。

家庭で不用となった
品物を必要な方に有
効活用していただ
く、不用品交換コー
ナーを設置する。リ
サイクルバザーや食
器リサイクル事業を
実施する。消費者団
体を支援し、再利
用・再資源・省資源
化を推進する。

経済課

継続 ○

グリーン購入につい
ての普及啓発をす
る。

ホームページ等を活
用し市民に対し普及
啓発する。

環境政策課
継続 ○

率先したグリーン購
入（小金井市グリー
ン購入基本方針）を
推進する。

庁内のグリーン購入
実績をホームページ
で公表し市の取り組
みとして報告する。

環境政策課

継続 ○

不用品交換コーナー〈常設）
登録件数102件、成立32件
リサイクルバザー出店者
159人・利用者566人
食器リサイクル利用者476
人・回収量1,816.1kg
おもちゃの病院利用者60人

７－２－４　資
源循環に配慮し
た製品の製造・
販売・購入を進
める（グリーン
購入）

平成２５年度グリーン購入実
績をホームページに新たに掲
載した。

平成２５年度グリーン購入実
績をホームページに新たに掲
載した。

廃棄物処理の環境負
荷削減など廃棄物の
適正処理の取組をす
る。

プラスチックごみや
金属類の再資源化に
よる埋立て量の削減
をする。

ごみ対策課
(中間処理
場）

継続 ○

収集車両による環境
負荷を削減する。
（ディーゼル車から
天然ガス車及びアイ
ドリングストップ装
置装着）

車両の買い換えの際
などに環境負荷の少
ない車両を購入す
る。

ごみ対策課

継続 ○

７－３－３　新
たな処理・処分
施設のあり方を
検討する

新ごみ処理施設（平
成３１年度中稼動予
定）の建設計画を実
施する。

日野市、国分寺市及
び小金井市による３
市で、可燃ごみの共
同処理の実現に向け
取り組む。

ごみ対策課

継続 ○

平成27年3月に東京都知事
より浅川清流環境組合の設立
が許可された。また、新可燃
ごみ処理施設の整備及び運営
に向けては、環境影響評価調
査計画書を作成する等事業が
進捗している。

７－３－１　環
境負荷の少ない
収集運搬・中間
処理・最終処分
を目指す

平成26年度埋立処理量 14
ｔ
平成26年度中間処理場施設
資源化量　3,763ｔ

委託業者による収集車両の買
い替えの際に、天然ガス車を
2台購入、アイドリングス
トップ装置装着車を3台購入

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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８．地域から地球環境を保全する 

私たちの暮らしは、「衣」「食」「住」どれをとっても、生産から廃棄までが小金井はもと

より日本各地、さらに海外の社会や環境と深く結びついています。そのような結びつきを

理解し、地域社会の中で地球環境に配慮したライフスタイルや事業活動を行います。中で

も、地球温暖化防止が大きな課題です。 

 

８－１地球温暖化の防止 

地球温暖化防止のために、日常生活や事業活動における省エネルギーや効率的なエネル

ギー利用、新エネルギーや自然エネルギーの導入を促進します。また、CoCo バスなど公

共交通機関の利用促進、徒歩や自転車で移動しやすい道づくりなど自動車に依存しないま

ちづくりを進めます。市や地域全体で温室効果ガス削減を進めるための計画を策定・実施

生ごみの堆肥化を促
進する。

生ごみを堆肥化し、
燃やすごみを減量す
る。

ごみ対策課

継続 ○

生ごみ減量化処理機
器購入費補助制度の
普及を図る。

市報（ごみ減量・リ
サイクル特集号）及
び市ホームページ等
で情報を提供する。

ごみ対策課

継続 ○

学校樹木の剪定・枝
葉資源化事業をす
る。

剪定枝・落葉・雑草
を堆肥化し燃やすご
みを減量する。

学務課
保育課

継続 ○

公園・街路樹等の剪
定・枝葉の利用をす
る。

剪定枝のチップ化を
行い、緑のリサイク
ルに努める。

環境政策課
継続 ○

公園・街路樹等の剪
定・枝葉の利用をす
る。

街路樹の管理委託業
者に、発生した枝葉
等は自らリサイクル
（チップ化等）に努
めるように指示す
る。

道路管理課

継続 ○

公園の枯葉を堆肥に
して、農家に提供す
る。

緑のリサイクルをす
る。
情報の共有化を図
る。

環境政策課
農業委員会

継続 ○

家庭から出る剪定
枝・雑草類・落ち葉
を資源化する。

市報（ごみ減量・リ
サイクル特集号）・
市ホームページ等を
活用し、資源化の普
及に努める。

ごみ対策課

継続 ○

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等

７－４－２　剪
定枝等の資源化
を進める

チップ化したものを、市の公
園緑地内の敷き均し材として
使用した。

再利用が出来る施設に搬入す
るよう指示している。（搬入
量　４１４㎥）

未実施。有機質土壌改良資材
等の利用管理計画書に沿って
行っていく。（環境政策課）

平成26年度実績
48,364件　957ｔ

７－４－１　生
ごみの肥料化・
堆肥化を進める

市立小中学校等に設置してい
る生ごみ処理機で乾燥物を生
成。
（生産量　54,861kg）
また、家庭用乾燥型生ごみ処
理機から生成された乾燥物の
戸別回収及び市内11か所で
の拠点回収を実施。
（回収量　51,273kg）

平成26年度交付実績　電動
式258台、手動式6台、コン
ポスト6台

チップマシーンにより各学校
でチップ化している。また、
チップ化できない太枝につい
ては、請負業者がリサイクル
している。（学務課）
落葉等を腐葉土として、畑作
りや花壇に使用した。（保育
課）
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します。 

 

 

８－３その他の地球環境保全 

小金井における生活や事業活動が、小金井から遠く離れた地域で、何らかの地球環境破

壊につながっていることも考えられます。広域的・国際的な視点で自らの行動を見直し、

対策を実行する仕組みをつくります。熱帯林保護のため、公共施設における熱帯材使用の

抑制や、多摩産木材の使用を進めます。国際交流を進めている地元大学と連携して自分た

ちの活動について情報発信したり、小金井を訪問・滞在する外国人と環境問題を通して交

流するなど、環境問題を通じた国際交流に積極的に参加します。 

８－１－１　地
球温暖化防止計
画を策定する

地球温暖化対策実行
計画（市役所版）を
推進する。

庁内の温室効果ガス
を削減する。

環境政策課

継続 ○

電気・ガスの節約を
する。

庁内の電気・ガスを
節約する。

全課

継続 ○

水を節約する。 庁内の水を節約す
る。

全課

継続 ○

自動車による二酸化
炭素の排出削減を目
指す。

エコドライブ教習会
を実施する。

環境政策課

継続 ○

エネルギーを削減す
るライフスタイルを
普及啓発する。

環境行動指針の
チェックシートを活
用する。

環境政策課

継続 ○

公共施設への新エネ
ルギー・自然エネル
ギー利用設備の導入
に努める

太陽光発電等を導入
する。

関係各課

継続

住宅に対する新エネ
ルギー・自然エネル
ギー利用設備の導入
助成（小金井市増改
築資金あっせん制
度）をする。

自己の居住する家屋
の増改築、太陽光発
電設備等の設置を行
う方に、その資金の
一部を融資する。

まちづくり
推進課

継続 ○

住宅用新エネルギー
機器の設置を促進す
る。

住宅用新エネルギー
機器等普及促進補助
金により行う。

環境政策課

継続 ○

再生可能なエネル
ギーの導入を促進す
る。

公共施設に太陽光発
電・風力発電を設置
する。

関係各課
継続

８－１－３　エ
ネルギーを創出
する（新エネル
ギー、自然エネ
ルギー）

現在、東小金井駅開設記念会
館（マロンホール）では太陽
光発電設備が稼働している。
今後集会施設の建替え時には
自然エネルギー利用設備の設
置を検討していきたい。（コ
ミュニティ文化課）

平成２６年度
新規０件　継続４件

太陽光発電設備
７０件　6,454,000円
太陽熱ソーラーシステム
１件　30,000円
燃料電池
８１件　4,050,000円

平成２６年度は導入実績なし

第３期実行計画策定
温室効果ガス排出量：
4,736,624㎏（平成２５年
度実績）（基準年対比1.1％
増）

８－１－２　エ
ネルギー利用に
伴う環境負荷を
削減する

環境行動チェックリストに基
づき、昼窓のない課は昼休み
の消灯を行うなど、電気・ガ
スの節約に努めた。（各課）
電気使用量　前年度比
△2.9％
ガス使用量　前年度比
12.4％（管財課）

環境行動チェックリストに基
づき、水の節約に努めた。
（各課）
上下水道使用量　前年度比
△2％（管財課）

全８回開催（参加者２４名）

環境フォーラム等、イベント
時に市民へ配布及びホーム
ページからのダウンロード

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等
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以上の８項目からなる環境基本計画の項目に基づき、各課が進める施策事業を環境保全

実施計画で表しています。 

環境基本計画の体系に沿った取り組みを行っていくため、各課から計画の取り組み状況

の報告を受け、検討課題の点検、自己評価をしています。また、今回お示ししている各課

からの環境保全実施計画が、まだ計画の段階にあるものもあります。 

８－３－１　地
球環境破壊につ
ながる行動を見
直す

市民や事業者が行動
を見直すための情報
提供をする。

環境行動指針を提供
する。

環境政策課

継続 ○

８－３－２　熱
帯林の保護

多摩産木材を利用す
る。

多摩産材を使用する
よう促進する。

建築営繕課
環境政策課

継続

環境フォーラム等、イベント
時に市民へ配布及びホーム
ページからのダウンロード

平成２６年度は使用実績なし

通常業
務の場
合は○

環境基本計画
体系

取組の方向性 事業の具体的内容 課名
２６年度
実施状況

平成２６年度実績（具体的な
数値・実施内容等）・検討課
題・自己評価等


